






はじめに 

標記のテーマに関しては,昭和 62 年度研究報告の中で,中間的・暫定的な報告を述べておい

たが(同報告書 5頁以下),その報告が中間的・暫定的なものにとどまった所以は,主として,

その報告時点において国会に提出されていたいわゆる個人情報保護法案の審議の結果を待

つ必要があったことによるものであった。その後,同法案は,「行政機関の保有する電子計

算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(昭和 63 年 12 月 12 日法律第 95 号。以下「個

人情報保護法」と略称する)として成立し,その内容が確定的となったので,本報告において

は,同法の成立をふまえてプライバシー保護の法的要請の内容を考察し,これらとの関連で

先天異常モニタリングにおけるプライバシ一の法的保護のあり方についての検討の結果を

述べることとする。 


